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1.件名 天王宮児童遊園地 

7.保全利用
委員会による

参考意見

2.今回申請種別 報告案件 

3.概要

距離標位置：猪名川右岸 11.4k+130m~11.6k-10m 
目的：公園

占用面積：1,028.67㎡
（兵庫県側：683.25㎡、大阪府側：345.42㎡）

工作物：すべり台、スウィング遊具、パーゴラ、ベンチ等

4.許可の経緯
＜当初許可＞   昭和４４年１０月３０日

＜前回更新許可＞ 平成２３年１２月６日

＜許可期限＞ 平成２８年１１月３０日

5.現況写真

（河川や堤防との位置関係）

別紙のとおり

（施設内の状況）

別紙のとおり

8.処理
6.河川管理者
審査事項

(特筆すべきもの
のみ記載) 

■報告案件用のカルテ

＜補足＞・A4横書き 1枚程度 ・処理フロー図の河川管理者から委員会への報告の時点で左半分まで記載済み（1.～5.は申請者か河川管理者作成、6.は河川管理者作成

・処理フロー図の委員会から河川管理者への参考意見の時点で 7.が埋まる  ・事後に河川管理者が 8.までを埋めて履歴として申請書類一式とともに保存
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取り組み状況報告書 天王宮児童遊園地（川西市）

【更新時：申請者用】

委員会の意見 取り組み（対応）状況 備考

河川周辺に立地する特性を生かした遊園地となるよう

配慮いただきたい。

（H23.2.15更新審議時の委員会意見）

猪名川河川沿いの遊歩道と公園との間には防護壁等

の障害物を設置せず、河川と一体として利用できる

よう公園整備を行った。

カワラナデシコ、フジバカマなど川らしい植物や、猪名

川を代表する樹種としてエドヒガンを選定するなど、猪

名川らしい植栽計画を立案されたい。

（H23.2.15更新審議時の委員会意見）

植栽については公園の小戸側水路にエドヒガン 8
本・シダレサクラ 1 本・シダレウメ 2 本・イロハモ
ミジ 3 本の植栽を行った。又「県民まちなみ緑化事
業」の補助を地元自治会が受け植栽ブロックにヒラ

ドツツジ（赤、白、桃色）534本の植栽を行った。
子どもが種まきに参加するなど、住民参加型の公園づく

りを進めていただきたい。

（H23.2.15更新審議時の委員会意見）

公園の除草、清掃等を地元自治会の協力を得て定期

的に行っていただいている。

今後も公園の維持管理については地元の意見を取り

入れながら行っていきたい。

・前回の指摘事項のエドヒガンが植栽されており、大変

望ましい。エドヒガンが定着できるようにしてほしい。

・今後、クヌギ、低木等を植栽し、周辺環境と調和した

公園となるよう進めていただきたい。

（H26.9.12中間報告時の委員会意見）

・定期的に確認を行なうと共に地域と連携しながら

エドヒガンが定着できるよう努める。

・公園の広さ又地元自治会の協力で公園を管理して

いることから、これ以上の植栽は夏場の灌水等考え

ると困難であると思われる。しかし今後、植栽の入

れ替えを行なう際は、周辺景観と調和した樹種を選

んで植栽を行う。
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天王宮児童遊園地現況写真
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個別占用案件のカルテ（許可更新） 

尼崎市農業公園（尼崎市）

H28.8.24 
第1回猪名川・藻川保全利用委員会 
審議資料 2 

-11-



-12-



-13-



1.件名 尼崎農業公園 

7.保全利用
委員会による

参考意見

2.今回申請種別 報告案件 

3.概要

距離標位置：右岸 4.6kmから 4.8km+100ｍまで
目的：公園（農業公園）

占用面積：2,718.83㎡
工作物：階段 3か所 記念碑 進入路 通路

4.許可の経緯
＜当初許可＞   昭和 57年 1月 27日

＜前回更新許可＞ 平成 24年 2月 24日

＜許可期限＞  平成 29年3月31日

5.現況写真

（河川や堤防との位置関係）

中間部から下流域を     中間部から上流を望む   最上流部から下流部を望む

（施設内の状況）

進入路    記念碑及び階段    階段

8.処理6.河川管理者
審査事項

(特筆すべきもの
のみ記載) 

■報告案件用のカルテ

＜補足＞・A4横書き 1枚程度 ・処理フロー図の河川管理者から委員会への報告の時点で左半分まで記載済み（1.～5.は申請者か河川管理者作成、6.は河川管理者作成

・処理フロー図の委員会から河川管理者への参考意見の時点で 7.が埋まる  ・事後に河川管理者が 8.までを埋めて履歴として申請書類一式とともに保存
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取り組み状況報告書 尼崎市農業公園（尼崎市）

【更新時：申請者用】

委員会の意見 取り組み（対応）状況 備考

・堤防の法面の自然に配慮し、堤内側に位置する公園と

一体とした管理を継続されたい

（H24.1.25更新審議時の委員会意見）

 堤防の法面は定期的な草地管理（刈込み）を行って、

農業公園と一体となった自然景観を有するように管

理していると共に、公園へのアプローチのための重要

な導線として管理しています。

・樹木を適切に剪定されたい。

・堤防法面、公園の各々ふさわしい植生で管理いただき

たい。

（H26.9.12中間報告時の委員会意見）

 農業公園については、堤防法面と堤内側の公園とは

一体となって維持管理しており、堤防法面の草地管理

は、中間報告を受けてより自然な景観を有するよう、

草地の刈り込みを年４回から２回に減らした。

 また堤防法面上の高木（アラカシ等の常緑樹）周辺

については、昨年度に高木剪定を実施し、裸地の状態

から草地に変わった。
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平成２６年度の中間報告に対する回答

（尼崎農業公園）

農業公園については、堤防法面と堤内側の公園とは一体となって維持管理しており、堤

防法面の草地管理は、中間報告を受けてより自然な景観を有するよう、草地の刈り込み

を年４回から２回に減らした。

また堤防法面上の高木（アラカシ等の常緑樹）周辺については、昨年度に高木剪定を

実施し、裸地の状態から草地に変わった。（下記写真参照）
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記念碑

階段

階段

階段
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進入路

進入路

通路
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個別占用案件のカルテ（許可更新） 

猪名川藻川自転車歩行者専用道路休憩施設 

（おおぞら広場） 

（尼崎市）

H28.8.24 
第1回猪名川・藻川保全利用委員会 
審議資料 2 
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1.件名 01027 おおぞら広場 

7.保全利用
委員会による

参考意見

2.今回申請種別 報告案件 

3.概要

距離標位置：猪名川右岸 0.6km付近～藻川左岸 0.0km付近
目的：猪名川藻川自転車歩行者専用道路休憩施設

占用面積：2416.00㎡
工作物：別紙のとおり

4.許可の経緯
＜当初許可＞   Ｈ18.11.15

＜前回更新許可＞ H23.10.4

＜許可期限＞  Ｈ2８.9.30

5.現況写真

（河川や堤防との位置関係）

別紙のとおり

（施設内の状況）

別紙のとおり

8.処理6.河川管理者
審査事項

(特筆すべきもの
のみ記載) 

■報告案件用のカルテ

＜補足＞・A4横書き 1枚程度 ・処理フロー図の河川管理者から委員会への報告の時点で左半分まで記載済み（1.～5.は申請者か河川管理者作成、6.は河川管理者作成

・処理フロー図の委員会から河川管理者への参考意見の時点で 7.が埋まる  ・事後に河川管理者が 8.までを埋めて履歴として申請書類一式とともに保存
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